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事業詳細
【基本目標 Ⅲ　誰もが尊厳と誇りを持って安心して生きられる社会の実現】

事業番号 151 152 153
担当局・区 保健福祉局 保健福祉局 保健福祉局

保健所

産婦人科救急コーディネート事業 女性のフレッシュ健診 妊娠期からの相談支援の充実

産婦人科救急医療機関への搬送
依頼に迅速に対応するため、空き
ベッド状況を確認し搬送コーディ
ネートをする「産婦人科救急情報
オペレート業務」及び産婦人科疾
患に関する相談を受けることで相
談者の不安を解消する「産婦人科
救急相談電話」を実施します。

職場等で健康診断を受ける機会の
ない18～39歳までの家庭の主婦、
自営業の女性等を対象とし、札幌
市中央健康づくりセンターで健康
診査を実施します。

安心・安全な妊娠・出産及び児童虐
待予防のために、母子健康手帳交
付時に妊婦と面接し、妊婦の不安を
軽減するとともに、リスクアセスメン
トを実施することで、ハイリスク妊
婦を早期に把握し、継続的な支援を
行います。

保健所 保健所

4－② 4－② 4－②

担当部・室
基本的方向
－施策の柱

事業名

事業概要

事業番号 154
担当局・区 保健福祉局

保健所

母子訪問指導事業の推進

保健師や母子保健訪問指導員の訪
問により、妊娠・出産・育児などに関
する正しい知識の普及啓発ととも
に、乳児及び妊産婦の心身の状況
や養育環境の把握を行うなど、育児
相談・保健指導を実施します。

4－②

担当部・室
基本的方向
－施策の柱

事業名

事業概要

◆ 札幌市男女共同参画審議会委員名簿
（第10期 委嘱期間：令和３年４月１日～令和５年３月31日）

令和４年４月１日現在
（五十音順　敬称略）

氏　名

梶井　祥子

齋藤　寛子

瀧澤　佳実

多田　絵理子

中村　しず香

平井　照枝

藤村　侯仁

前鼻　守

光崎　聡

武藤　修

札幌大谷大学社会学部教授

公募委員

札幌市立福移中学校校長

弁護士

公募委員

しんぐるまざあず・ふぉーらむ北海道代表

株式会社ネクスト・ワークスタイル代表取締役

札幌市老人福祉施設協議会副会長

連合北海道札幌地区連合会副事務局長

札幌商工会議所人材確保・活用委員長

所 　属　 等
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◆ 諮問書

札共参第1016号　　

令和３年（2021年）11月５日　　

　　札幌市男女共同参画審議会

　　会　長　　梶井　祥子　様

札幌市長　秋元　克広　　

 札幌市男女共同参画推進条例（平成14年10月７日条例第27号）第20条第２項第１号の規定に基づき、

下記のとおり諮問いたします。

記

１　諮問事項

次期「男女共同参画さっぽろプラン」の基本的方向性について

２　諮問理由

　札幌市では、札幌市男女共同参画推進条例に基づき、平成15年度に「男女共同参画さっぽろプラン」

を策定し、その後、３度の改訂を経て、平成30年度から「第４次男女共同参画さっぽろプラン」に沿って、

男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に進めています。

　この間、札幌市では、誰もが活躍できる社会の実現に向け、ワーク・ライフ・バランスなどの取組を推

進するとともに、互いの個性や多様性を認め合い、誰もが生きがいと誇りを持つことができるまちの実

現を目指し、重点的に取り組む課題として、性的マイノリティの方々の理解促進に向けた取組も進めて

まいりました。

　しかし、令和２年からの新型コロナウイルス感染症の拡大は、特に女性に対して就業面や生活面など

において様々な形で深刻な影響を及ぼしています。これは、新型コロナウイルス感染症による直接的な

影響のみならず、既に存在していた性別による固定的な役割分担意識に基づく構造的な問題がその一

因となっていることなどが指摘されており、改めて男女共同参画社会の実現に向けた取組を推進するこ

との重要性が認識されているところです。

　つきましては、現プランは令和４年度をもって計画期間が終了することから、引き続き、札幌市におけ

る男女共同参画を推進していくための基本計画となる、次期「男女共同参画さっぽろプラン」の基本的

方向性について、貴審議会の意見を求めます。 

◆ プラン策定に係る経過

年　月

令和３年
11月

令和４年
１月

３月

５月

７月

９月

10月

令和３年度　第２回
札幌市男女共同参画審議会

令和３年度　第３回
札幌市男女共同参画審議会

令和３年度　第４回
札幌市男女共同参画審議会

令和４年度　第１回
札幌市男女共同参画審議会

令和４年度　第２回
札幌市男女共同参画審議会

令和４年度　第３回
札幌市男女共同参画審議会

答　申

・次期男女共同参画計画の基本的方向性に
ついての諮問

・施策等に対する評価と課題について
・施策体系案・重点事項について

・施策等に対する課題について
・施策体系案（基本目標・基本的方向・基本
 施策）について

・施策等に対する課題について
・施策体系案（基本目標・基本的方向・基本
 施策）について

・意見交換会報告
・施策体系について
・答申本文（案）について

・答申本文（案）について

・第５次男女共同参画さっぽろプランの
 基本的方向性について

審　議　事　項

１　審議会の開催経過等

　札幌市男女共同参画審議会における「男女共同参画さっぽろプランの策定」に係る審議経過

等は、下表のとおりです。


